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政府税調、年末調整の「電子化」を協議 

政府税制調査会（首相の諮問機関）は去る１０月１６日の会合で、社員の所得税の過不足を

会社が代わって精算する「年末調整」の電子化について議論しました。年末調整は、給与から

の源泉徴収に反映されない住宅ローン控除や生命保険料控除、扶養家族の変更などを加味した

最終的な税額の調整を、年末に社員に代わって会社が行う仕組みです。 

 

 現在、住宅ローン控除や生命保険料控除を適用するには、年末のローン残高証明書や保険料

控除証明書を銀行や生命保険会社から郵送で受け取り、これら紙の証明書を勤務先に提出する

必要があります。その際、給与所得者の保険料控除申告書などの関係書類を作成して一緒に提

出する必要があり、一連の手続きが非常に煩雑との指摘が多いです。 

 

 年末調整の電子化では、こうした控除証明書を電子化し、インターネット上で簡単に手続き

できるようにすることで個人や企業の利便性を高め、事務負担の軽減を図るのが狙いです。 

 

 財務省と国税庁はすでに銀行や保険会社との協議を開始しており、１２月に決定する平成３

０年度税制改正大綱に電子化対応が盛り込まれるものとみられます。 

 

 


